
Ⅰ 基本情報 

Ⅱ 質問票 

 １ 対象人数（本人数）は何人か 

 ２ 特定個人情報を取り扱う職員・外部

委託先の人数は500人以上か 

 ３ 過去一年以内に、特定個人情報の

漏えい等に関する重大事故を発生さ

せたか 

Ⅲ 本評価書における関連情報 

①しきい値評価 

・ 更なる情報保護評価の必要性の程度を判断 

目的 

しきい値評価項目 
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更
な
る
評
価
が
必
要
な
場
合 

更
な
る
詳
細
な
評
価
が
必
要
な
場
合 

委員会へ提出 

しきい値評価書の作成 

事後チェック（少なくとも一年ごと） 

【特定個人情報ファイルの新規保有時（評価実施から５年後）】 

なし あり 漏えい等事故以外の記載事項の変更の発生 

：情報保有機関の業務 

重点項目評価 
の実施へ 

全項目評価 
の実施へ 

なし 

あり 漏えい等事故の発生 

公表 

（システム開発等の実施） 



しきい値評価のみ 全項目評価 

30万人以
上 

はい 

はい 

特定個人情報を取り扱う職員・ 
外部委託先の人数は500人以上か 

過去一年以内に、漏えい等の事
故を発生させたか 

いいえ 

重点項目評価 

1万人以上 
10万人未満 

特定個人情報を取り扱う職員・ 
外部委託先の人数は500人以上か 

はい 

はい 

過去一年以内に、漏えい等の事
故を発生させたか 

いいえ 

いいえ いいえ 

千人未満 

情報保護評価 
義務付け対象外 

千人以上 
1万人未満 

しきい値 
評価  

 
対象人数
は何人か 

10万人以上 
30万人未満 

START 
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しきい値判断フロー図 



②重点項目評価 
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行政機関等における評価 地方公共団体等における評価 

委員会へ提出 

重点項目評価書の作成 

国民の意見聴取（任意） 国民の意見聴取（任意） 

第三者点検（任意） 

点検（必要に応じて） 内容審査（抽出） 

なし 

【特定個人情報ファイルの新規保有時（評価実施から５年後） 】 

：情報保有機関の業務 ：委員会の業務 

しきい値評価終了後 

公表 

・ 情報保護評価の必要性が特に高いとまではい
えないものについて、全項目評価よりも簡潔な
手続かつ評価項目にて評価を行う 

目的 

Ⅰ 個人番号を取り扱う業務・システムの概要 
Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 
 １．ファイルの名称  ２．基本情報   
 ３．情報の入手・利用  ４．情報の委託 
 ５．情報の移転（委託以外） ６．情報の保管・消去  
 ７．備考 
Ⅲ リスク対策 
 １．情報の入手  ２．情報の利用   
 ３．情報の委託  ４．情報の移転（委託以外） 
 ５．情報の保管・消去  ６．監査 
 ７．職員に対する教育・啓発  ８．その他 
Ⅳ アクセス方法 
 １．開示・訂正・利用停止請求 
 ２．苦情処理の際の対応方法 
Ⅴ 本評価書における関連情報 

記載事項 

なし 

あり 重要な変更の発生（発生前に要確認） 

少なくとも一年ごとの事後チェック 

（システム開発等の実施） 

あり 
重要な変更に当たらない変更の発生 

評価書の修正 

委員会への提出 

公表 



【特定個人情報ファイルの新規保有時（評価実施から５年後） 】 

③全項目評価 

・ 情報保護評価の必要性が特に高いもの
について行う評価であり、詳細かつ慎重
な分析・検討が求められる 

目的 

Ⅰ 個人番号を取り扱う業務・システムの概要 
  （別添）業務の内容 
Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 
 １．ファイルの名称  ２．基本情報   
 ３．情報の入手・利用  ４．情報の委託 
 ５．情報の移転（委託以外）  
 ６．情報の保管・消去  ７．備考 
Ⅲ リスク対策 
 １．情報の入手  ２．情報の利用   
 ３．情報の委託  ４．情報の移転（委託以外） 
 ５．情報の保管・消去 
Ⅳ その他のリスク対策 
 １．監査 ２．職員に対する教育・啓発 
Ⅴ アクセス方法 
 １．開示・訂正・利用停止請求 
 ２．苦情処理の際の対応方法 
Ⅵ 本評価書における関連情報 

記載事項 
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行政機関等における評価 地方公共団体等における評価 

委員会へ提出 

全項目評価書の作成 

（システム開発等の実施） 

国民の意見聴取 国民の意見聴取 

第三者点検 

内容審査・承認 

：情報保有機関の業務 ：委員会の業務 

しきい値評価終了後 

公表 

点検（必要に応じて） 

なし 

あり 

少なくとも一年ごとの事後チェック 

公表 

あり 

委員会へ提出 

重要な変更の発生（発生前に要確認） 

なし 重要な変更に当たらない変更の発生 

評価書の修正 


